
平成 1 6 年 保 育 士試 験 問題

立里児 福 祉

(選択式 20問 )

注 意 事 項

1 指示があるまで開かないこと。

2 解答用紙について

(1)鉛 筆 (HB又 はB)を 使用し、濃く、はっきりとマークすること。

(2)受 験番号 ・氏名 (漢字 ・カナ)・ 生年月日を記入し、受験番号が正しくマーク

されているか確認すること。 (正しくマークされない場合、採点されないことが

あります)

(3)各 間に対し、 2つ 以上解答したときは誤りとする。

(4)解 答は次の例にならつてマーク (記入)す ること。

(例)問 5の解答が、 3で あれば解答用紙を

問5 ①② ● ④ ③ すクすること。

良い膝捌…● 篠くすクすること。はみだし蹴剣

悪い解答の例 … 〈婁 ② O O 題 解 答したことにならない

(5)答 えを修正した場合は、必ず 「消しゴム」であとが残らないよう完全に消すこと。

(6)解 答用紙は、折り曲げたリメモやチェック等で汚したりしないよう注意すること。



問 1 児童福祉に関する歴史についての記述である。正しい記述の組み合わせを
一つ選び

なさい。

A わが国の児童福祉施設の小舎制などの処遇体系は、独自に築き上げられたものではな

く、イギリスのバーナー ドホームなど諸外国の影響を受けている。

B わが国において、最も早く児童虐待に関する法制が敷かれたのは、昭和 8年 (1933年)

の 「児童虐待防止法」であり、近年公布された 「児童虐待の防止等に関する法律」で示

された虐待の定義及び種類は、この法律を参考としたものである。

C 明治 18年 (1885年)、高瀬真郷は私立の予備感化院を設立したが、この施設は今日ま

で長く続く教護 (感化)事業の代表的施設となつた。

D 昭和 18年 (1943年)、妊産婦手帳制度が新設されたが、妊産婦手帳は今日広く普及し

ている母子健康手帳の前身となるものであつた。

E 家庭児童相談室は、昭和 26年 (1951年)に 社会福祉事業法が公布され、福祉事務所が

設置されるのにあわせて付設されることとなった。

(組み合わせ)

l A B E

2 AD

3 B CD

4 C D

5 C E
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問 2 「児童の権利に関する条約」第 3条第 1項の条文の ( A )～ ( D )に 当て

はまる語句を、ア～シの語群から選んだ場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

( A )に 関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な ( B )、裁

判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の ( C )

が主として ( D )さ れるものとする。

ア 児童  イ 相談機関  ウ 保障  工 権利擁護  オ 要請

力 最善の利益  キ 保護者  ク 考慮  ケ 社会福祉施設  コ 親権者

サ 社会事業  シ 人権

(組み合わせ)

A  B  C  D

l ア サ エ ク

2 サ イ シ ク

3 キ イ シ ウ

4 コ サ カ オ

5 ア ケ カ ク

問3 【I群】の人物と関係の深い語句を 【工群】の中から選び、正しい組み合わせを一

つ選びなさい。

【正群】ア アタッチメント糸賀一雄

                   ィ 三能主義

【I群】A 

                J.)(Korczak, 1ヤヌシュ ・コルチャック

ウ 子 どもの権利

B

ジョン・ボウルビー (BOwlby,」.)

エ ホスピタリズム

C

留岡幸助

                   ォ  この子 らを世の光に

D

・スピッツ ( s p i t z , R . A . )アルパ ッ ドE

(組み合わせ )

C D EA B

ア オ  エ1 ウ イ

エ ア イ2 ウ オ

オ ウ イ3  エ ア

ア イ エ4 オ ウ

ウ イ ア5 オ エ
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